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１．日本の高レベル放射性廃棄物政策の問題点



前提から誤った高レベル核廃棄物処分政策
〇使用済み核燃料の全量再処理
－六ヶ所再処理工場は27回の延期、稼働見通し立たず。もんじゅ廃炉。プルサーマルは

かろうじて進むが使用済みMOX燃料処理できず。核燃料サイクル破綻。

〇地層処分
－世界的に採用されてはいるが、4つのプレートがぶつかり合う日本で可能か
－地層処分に批判的な専門家を交えた開かれた議論不足

〇最終処分法の目的
－「発電に関する原子力の適正な利用に資するため」つまり原発の安定的・継続的稼働

のための処分場探し
－核ごみの総量を規制する議論不可能

〇金銭的便益供与による選定作業
－文献調査で交付金20億円。財政が苦しい小さな自治体を金で釣る。住民の不信感

誘発。手を挙げた自治体の問題として矮小化。



核のごみとは

経済産業省（2016）

－原発の運転により使用済み核燃料が発生。原発建屋の貯蔵プールに保管。
－使用済み核燃料が核のごみではない（他ではこれが核のごみの国も多い）
－日本は使用済み核燃料を再処理し、ウランやプルトニウムを燃料として再利用（MOX

燃料）しつつ、その過程で発生する高レベル放射性廃液をガラス固化した上で処分
－ガラス固化された物体が「ガラス固化体」。これが高レベル放射性廃棄物、通称

核のごみと呼ばれる。現在約2500本ある。
－再処理の過程で生じる低レベルのTRU廃棄物も同時に処分（管理が厄介な核種も含）
－すべての使用済み核燃料を再処理する計画 。全量再処理と呼ばれる。
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破綻している核燃料サイクル
－六ヶ所再処理工場は1993年建設開始。当初は1997年完成予定。トラブル続きで

2024年8月に27回目の稼働延期。
－MOX燃料を高速増殖炉で使用する計画も2016年に原型炉のもんじゅが廃炉決定。
－MOX燃料を通常の軽水炉で使うプルサーマル

発電は4基のみ。国内のMOX燃料工場はいまだ
完成せず。海外からのMOX燃料調達も不安定。
 2030年度までに12基でのプルサーマルの実施は
困難。

－使用済みMOX燃料の再処理は使用済み
核燃料（ウラン燃料）より技術的にさらに困難。
2030年代後半の技術確立を目標にするが無謀。

－経済面でも環境面でもやる必要なし。
当室の特設サイト参照：http://cnic.jp/rep/

図：FoE Japan（2022）を修正 6
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地層処分とは

－地下300~500ｍに処分
－人口バリアと天然バリアの多重バリア
－1999年の技術報告書で地層処分の技術基盤が整備。

2000年制定の最終処分法で規定。
－ガラス固化体の放射能は 1000 年後に約 1/3000 、

1 万年後に約 1/10000 となるが、半減期が長い
核種もあるため、ウラン鉱石レベルに低下する
には10万年の隔離必要

－2001年から北海道の幌延深地層研究センターで研究

NUMO（2022） 7

電気事業連合会（2015）

写真：幌延深地層研究センターHP



科学的特性マップ

－2017年に公表
－火山や活断層、地下深部の地盤の強度、

地温の状況など地層処分に関する
地域の科学的特性を4つに色分け

－日本の国土の65％が相対的に適性あり

NUMO（2022）
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地層処分安全神話？

－4つのプレートがぶつかる日本で果たして現在の科学的知見で安全性は確保されたか？
－地層処分に懐疑的・批判的専門家も多数いる
－2023年10月30日には地質学者ら300人余が声明文「世界最大級の変動帯の日本に、

地層処分の適地はない」発表。 https://cnic.jp/wp/wp -content/uploads/2023/11/902f6cbc42a46268054c87533439491b.pdf

・活断層が確認されていないところでも、しばしば大きな地震が発生している
・一般的には地下水の流れは遅いが、周辺の地質条件の変化でいかようにも流動・流速に変化が生じる
・人工バリアの安全性は実験段階。日本の地質条件で安全に機能し続けることは誰も保障できない。
・人工バリアに亀裂が発生し、周囲の岩盤の割れ目や断層に沿って地下水とともに放射性物質が漏出

－技術報告書や科学的特性マップや文献調査段階の評価の考え方作成には地層処分に
批判的な専門家はほぼ参加せず。
→推進派に不都合な意見を聞かずにきた
「原発安全神話」と相似

小野（2023）
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能登半島地震と地層処分
－深部地下水の上昇により複数の断層が破壊、連動して大地震を引き起こしたと推測。
－震度6～7の地震が起こり、4mの隆起が起きた能登半島はほぼ濃いグリーン。

大津波警報が出ていたけど沿岸部が輸送面で好ましい？
－地質学者ら300人の2023年10月声明文「日本列島において、今後 10 万年間にわたる

地殻の変動による岩盤の脆弱性や深部地下水の状況を予測し、地震の影響を受けない
安定した場所を具体的に選定することは、現状では不可能」

地図：テレビ金沢

図：東京新聞



熟議なき「声明」の審議
－経産省の審議会である地層処分技術WGで「声明」について審議

→小委員会委員の高野が呼びかけ人3人と「WGへの提言」を発表。能登半島地震など
の最新知見を反映した議論要求。

－2024年3月29日第2回WGで呼びかけ人が出席し発表
→経産省やNUMOの反論に多くの時間を費やし委員からのコメントは2分ずつなど

議事運営に問題。呼びかけ人の個別具体的な問題提起を十分議論できず審議終了。



特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律

－高レベル放射性廃棄物の管理・処分に関して総合的に規定（最終処分法）
－2000年に制定
－目的「発電に関する原子力の適正な利用に資するため」「発電に関する原子力に

係る環境の整備を図」るための最終処分政策実施
→原発の安定的・継続的運転のための最終処分地選定

－経済産業省が特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針（核ごみ基本方針）を
作成・公表

－事業者：NUMO（原子力発電環境整備機構）
→職員や資金はほぼ電力会社から出ている

－処分費用：約4兆円（積立額は現在367.3億円）
→電気料金として私たち市民が負担

経産省HP
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不健全な「理解促進」活動

〇対話型全国説明会
－160カ所以上で開催

〇「関心グループ」形成促進
－NUMO支援の下、全国で約180の関心グループが

勉強会や情報発信

－原発推進組織が社会的議論を主導
－全国各地で「対話型全国説明会」開催と「関心グループ」形成促進
－不都合な真実（破綻した核燃サイクル推進、批判派を排除した地層処分決定など）は

説明せず、手前勝手な「丁寧な説明」「理解の醸成」のみ繰り返す
→政策変更の可能性を含めた議論ができず、誤った政策を押し付けられるだけ

経産省HP 経産省（2024）
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最終処分場の選定プロセス
－３段階の処分地選定プロセス：文献調査・概要調査・精密調査
－文献調査：過去の地震等の履歴、活断層・火山の位置などの文献を調査。2年程度。
－概要調査：空中や地表などでの物理探査、地表踏査やボーリング調査。4年程度。
－精密調査：地下施設を建設し、岩盤や地下水の特性に関する調査実施。14年程度。
－交付金：文献調査には2年で20億円、概要調査には4年で70億円。精密調査は未定。
－調査だけで20年、処分場の建設・操業・閉鎖を含めると事業は100年以上
－応募の権限：調査首長のみ。また国の申入受諾の権限も首長のみ。
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公正さと透明性に欠ける処分場選定プロセス
－地域社会全体の合意形成を図る仕組みなし

→交付金目当ての首長の独断専行の可能性。地域の分断が構造的に起こる。
－各段階の次に進む場合には「都道府県知事と市町村長のご意見を聴き、尊重」し、

「その意見に反して先へ進まない」
→調査の撤回ではなく自治体に拒否権なし

－前提が誤った処分場政策の調査開始を首長に押しつけている構造
→不公正な政策から来る首長への重圧や負担を和らげるための「密室交渉＋交付金」。

経産省（2022） 15



分断を生む日本の核ごみ処分政策

・核燃料サイクル＋使用済み核燃料の全量再処理は経済・社会・環境的に不合理
・地層処分の安全性に対する社会的議論の不足
・原発の継続運転のための処分場探し
・交付金誘導と密室談合による不透明で非民主的な調査決定プロセス

政策変更を含めた議論を排除し、原発推進派が誤った処分政策を主導
原発推進派が責任回避のために「核ごみ処分調査が進行中」という演出

密室交渉と交付金により拙速で合意なき意思決定
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おかしな政策の強行に対する（当然の）住民の反発
誤った国策により「地域に分断が持ち込まれる」不条理な政策の構造



日本学術会議の報告書
〇日本学術会議の報告書「高レベル放射性廃棄物の処分について」
－2010年に内閣府原子力委員会が審議依頼。2012年に報告書提出。

https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo -22-k159-1.pdf

〇提言内容
－政策の抜本的見直し：「説明の仕方が不十分」ではない。従来の政策（核燃料

サイクルなど）を白紙に戻して考え直せ。
－科学・技術的能力の限界の認識と科学的自律性の確保：現在の知見では地層処分の

安全性は不確か。批判に開かれた独立性のある専門家必要。
－暫定保管および総量管理：処分を前提としない長期の暫定保管と核ごみの総量の決定
－負担の公平性に対する説得力ある政策決定：金銭的便益提供による選定手続きの改善
－討論の場の設置による多段階合意形成：様々な利害関係者の参加の下、討論の場設置

https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-k159-1.pdf


２．調査地域拡大を推進する最近の動き



－2022年12月22日に岸田前首相がGX実行会議で政府を挙げての文献調査実施拡大指示
－12月23日に5年ぶり最終処分関係閣僚会議：新たに5省庁加入

→既存の経産、文科、科技、官房長官、総務に環境、農水、厚労、国交、地方創生

GX原発推進と一体化した文献調査拡大

写真：読売新聞 写真：日経新聞

最近の原発回帰と文献調査拡大は連動！

19



2023年に改定された核ごみ基本方針

〇特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針の新たな施策
－2023年4月に閣議決定。4つの施策を追加。

→政府・NUMO・電力会社の合同チームが首長訪問し政策説明（2023年7月から開始）
自治体名は非公表。すでに100以上の市町村訪問。

→関係府省庁連携の体制：経産省中心に省庁横断（新たに最終処分関係閣僚会議に
加わった5省庁含む）で、地域のニーズに応じた交付金の使い方を相談・支援

「密室交渉＋交付金で釣る」という悪い要素を強化し文献調査の拡大推進

経産省（2023）



３．地域の分断を生んだ北海道寿都町の事例



北海道・寿都町と神恵内村で文献調査

－2020年10月、北海道の寿都町が応募、神恵内村は政府の申し入れ受諾
－寿都町は人口約2700人、神恵内村は人口約760人

寿都町 神恵内村
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寿都町での応募のプロセス

－2020年2月、全員協議会で町長が「（洋上風力の）促進地域の選定を有利にする
ためにも、核のごみの地層調査の勉強会をエネ庁の関係者を呼んでやりたい」

－6月、経産省・NUMO参加の説明会が非公開で町議や一部団体対象に開催
－8月13日、情報が漏れたこともあり、片岡町長が文献調査の応募検討を表明。

概要調査までは進み、交付金を得るのが応募の理由の1つ。
→1週間後、反対の住民組織「子どもたちに核のゴミのない寿都を！町民の会」
（町民の会）結成」。署名運動、住民投票など要求。

－9月、町の説明会開催。9回中7回が非公開。反対の声多い。
町長「肌感覚で賛成者が多いと感じている」
→非民主性の象徴

－10月9日、町長が応募を強行→11月に文献調査開始
－住民投票条例：町長制定。町長が投票時期を決め

50％以上の投票率で開票。
－2021年10月、片岡町長が調査反対派を破り再選

→地域の分断が現在まで続く

写真：www.nippon.com



地域の分断
－核ごみの話題避け、会話なくなる。仲たがい。挨拶しない。

→同学年の子どもの母親に対して「反対派と話している」と思われないか会話躊躇。
親友と思っていた人と賛否巡り口論し1年以上口聞かず。反対住民を陰で
「核のゴミ」と名指し。顔見知りだった町長と会っても目を合わせてくれず。

－賛成派・反対派が互いの店に行かなくなる
－神社の伝統的な祭りで、反対住民が仕切る地区には町長が行かない
－地元の川の氾濫で避難した調査反対住民の見舞いに町長が来ず
－観光ＰＲのためのＮＰＯ法人が設立されるも、その理事はすべて調査推進派
－関係修復の出口が見えない。概要調査に進まない決断をしたら解決ではない。
→2023年5月5日、町民の会が政府に公開質問状：地域分断が発生しても、政府は住民に

対して精神的苦痛の賠償や謝罪は行わないのか？
http://kakugomi.no.coocan.jp/pdf/20230505keisan_situmon.pdf

→経産省の回答「具体的な事実関係に応じて対応すべき」
→第5回小委での発言「地域の分断の検証は当事者でもある

国やＮＵＭＯが行うことが適切だとは思わない」
－町民の会のHPもご覧ください

→http://kakugomi.no.coocan.jp/index.html 調査反対住民の立て看板

http://kakugomi.no.coocan.jp/pdf/20230505keisan_situmon.pdf
http://kakugomi.no.coocan.jp/index.html


対話の場
－根拠：基本方針に明記「概要調査地区等の選定に向けた調査の段階から、多様な関係

住民が参画し、最終処分事業について、情報を継続的に共有し、対話を行う場」
→2024年6月に文献調査が開始された玄海町でも今後実施予定

－処分事業だけではなく町づくりの議論も実施
－運営：寿都町と神恵内村ではNUMOと自治体
－構成員：寿都町では町役場指名。神恵内村では公募も実施。

原子力産業新聞

経産省（2022）
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対話の場の運営指針
－基本方針の運営指針

・多様な関係住民が参画し…積極的な活動が行われることが望ましいに
・機構及び国は専門家等からの多様な意見や情報の提供の確保を含め…適切に支援

－NUMOの運営指針：公平性・中立性、透明性・公開性の確保など中身自体は悪くない

NUMO（2022）



寿都での不公正な運営
－多様な関係住民の参画⇔町長が指名したメンバーはほぼ調査賛成派。年齢や

ジェンダーにも偏り。
－専門家等からの多様な意見や情報の提供の確保⇔地層処分に批判的な専門家の意見

を一度も聞けず
－公平性・中立性⇔多数派の調査賛成派メンバーの要求ばかり反映し（六ヶ所村や

幌延町などの施設へ住民に視察を促す）、少数派の反対派メンバーの要求（地層
処分に批判的な専門家の意見を聞く機会提供）を無視

－町づくりの議論：お金のかかる事業ばかり話す。町全体の利益や住民参加の視点なし。
－町民の会のメンバーの発言

・NUMOにとって分断の解消は賛成派が増えること
・分断をもたらした組織が町づくりに関わるなんて許せない！

・基本方針やNUMOの指針に違反した運営
・一方的な事業説明、広報活動や住民懐柔
・地域分断の解消どころか維持・助長に寄与
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４．第7次エネルギー基本計画（案）の中身



エネルギー基本計画（案）の中身
－38～39ページの5行目「高レベル放射性廃棄物の最終処分に向けた取組の抜本強化」

に計画の内容が記述



エネルギー基本計画（案）の中身
①地層処分（38ページ6～10行）
－2024年に地質関係専門家による評価を行い、最新の科学的知見を踏まえてなお、

我が国において地層処分が技術的に実現可能であることを改めて確認してきた
ところである。

②最終処分事業の理念（38ページ12～15行）
－最終処分事業の実現が社会全体の利益であるとの認識に基づき、その実現に貢献する

地域に対し、敬意や感謝の念を持つとともに、社会として適切に利益を還元していく
必要があるとの認識が、広く国民に共有されることが重要である。

③寿都町と神恵内村の文献調査と対話の場（38ページ16～19行）
－北海道寿都町と神恵内村では、２０２０年の調査開始以降、原子力発電環境整備機構

（ＮＵＭＯ）による調査と並行し、住民の方々が参加する「対話の場」を設置し、
最終処分に関する議論を深め、地域の将来像等についても御議論いただいてきた。



エネルギー基本計画（案）の中身
④佐賀県玄海町の文献調査と対話の場（38ページ22～25行）
－2024年6月には、佐賀県玄海町においても文献調査を開始している。引き続き、

「対話の場」等のあらゆる機会を通じ、周辺市町村等も含めた理解活動を推進し、
地域との共生の重要性を踏まえ、調査地域において、将来のまちづくりに資する
情報の収集分析や、適切な支援制度の活用促進等に取り組む。

⑤理解活動の推進（38ページ26～29行）
－全国のできるだけ多くの地域が地層処分事業に関心を持ち、文献調査を受入れて

いただけるよう、理解活動を積極的に行う。具体的には、対話型全国説明会の開催と
ともに、全国の地方公共団体を個別訪問する全国行脚の実施等を通じ、国主導の
働きかけを強化する。

⑥文献調査の意義（38ページ29～30行）
－文献調査や概要調査の実施そのものが地層処分事業の議論を深める契機となる…



５．パブコメを書いてみよう



パブコメの書き方
－1月26日までパブリック・コメント受付中
－パブコメHP（当室HPにもリンク）で応募方法確認。関連資料ダウンロード可能。

https://public -comment.e -gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620224019&Mode=0

－意見提出方法：意見提出フォーム（ファイルの添付も可）に入力または郵送
－意見は公開され、政府の回答も付される。政府審議会の委員も見ることができるため

政府に批判的な意見が多く出れば、今後の審議会の議論に生かせる。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620224019&Mode=0


パブコメの例①：地層処分

4つのプレートがぶつかり合う日本で地層処分の安全性が
確保されたとは言えない。実際に2023年10月には地学研究者
300人余りが日本で地層処分は現時点では不可能という声明を
出した。

その呼びかけ人が2024年に地層処分技術ワーキンググルー
プに参考人として参加し議論したが、政府やNUMOの反論に
時間を費やし、各委員の発言は2分程度だった。個別具体的な
問題が十分議論されたとは言えない。まだ専門家の間で、
安全性への見解が分かれているといえる。

したがって「地層処分が技術的に実現可能であることを
改めて確認してきた」という文言はおかしい。政府の審議会
に地層処分に批判的な専門家をもっとたくさん委員に加え、
開かれた議論をすべき。



パブコメの例②：最終処分事業の理念

原発推進と一体化した最終処分事業が社会全体の利益で
あるという合意は国民の間にない。処分事業の前提となる
核燃料サイクルは、再処理工場も動いていないし、もんじゅ
は廃炉になり、プルサーマルも無理な推進計画なのですでに
破綻している。破綻した政策を前提とした最終処分事業が
社会全体の利益になるはずがない。2012年の日本学術会議の
報告書が指摘するように、既存の政策枠組みの白紙撤回と
再検討をすべき。

社会として適切に利益を還元するという名目で政府は
交付金を与えているが、金銭的便益を提供することで調査を
誘導するのは健全でないし、地域分断の要因にもなる。

最終処分を誘致する考えがないのに調査で得られる交付金
ほしさに調査に応募した首長もいたしこれからも現れる
可能性がある。交付金の交付の是非を再検討すべき。



パブコメの例③
寿都町と神恵内村の文献調査と対話の場

特に寿都町の対話の場は公正に運営されなかった。委員に
偏りがあり、地層処分に関するバランスのとれた情報提供も
されなかった。NUMOの一方的な事業説明であり、最終処分
に関する議論を深めたとは言い難い。NUMOによる不公正な
運営を放置した経産省の責任も重大だ。今後もし対話の場を
運営するのなら、第三者機関による監督やチェックが必要だ。

地域の将来像に関する議論も寿都の町民から「交付金を
前提にした金のかかる事業ばかり出る。住民参加や地域社会
全体の利益という視点がない」という意見も聞いた。そもそも
最終処分場が建設されるのかわからないのに、なぜ事業者の
NUMOが調査段階から町づくりの議論に参加する必要がある
のか大いに疑問だ。文献調査と町づくりは切り離して
考えるべき。



パブコメの例④
佐賀県玄海町の文献調査と対話の場

玄海町で対話の場を運営するのなら、寿都町での不公正な
運営の反省を踏まえ、監督やチェックを行う第三者機関の
設置が必須だ。「周辺市町村等も含めた理解活動を推進」と
いうが、対話の場は経産省やNUMOの考えを理解してもらう
活動ではない。周辺自治体が文献調査への懸念を表明している
ことを考慮し、佐賀県民であれば対話の場の傍聴をできる
ようにすべき。

「将来のまちづくりに資する情報の収集分析や、適切な
支援制度の活用促進」というが、文献調査と町づくりは切り
離して考えるべき。そもそも玄海町でどのように文献調査を
進めていくかについて政府の審議会でまだ議論されていない。
そんな中、エネルギー基本計画でこのような方針を決めて
しまうのはおかしい。



パブコメの例⑤：理解活動の推進

ここで言う理解活動は、安全神話と言われた原発事故前の
原子力推進活動と発想が同じだ。必要なのは政策の変更の
可能性を含めた議論だ。対話型全国説明会で核燃料サイクル
の破綻や地層処分に対する批判的な意見が出ても、原発推進
の経産省はそれを反映することはしない。経産省ではなく
原発の利害関係のない第三者機関が議論を主導しなければ、
国民の間に健全な社会的議論が広がらない。

2012年の日本学術会議の報告書が指摘するように、多段階
の合意形成を目指すべきで、そのためには市民の参加と熟議
を促進する第三者機関の設置が不可欠だ。

全国の地方公共団体を個別訪問する全国行脚は訪問した
自治体名を公表すべき。非公表は秘密主義的で住民の不信を
まねく。公表できないのなら実施すべきではない。



パブコメの例⑥：文献調査の意義

「文献調査の実施そのものが地層処分事業の議論を深める
契機となる」というが、寿都町ではNUMOによる都合の良い
一方的な事業説明ばかりで議論が深まったとは言い難い。

むしろ秘密主義的な意思決定や金で釣るような調査開始
プロセスそのものが地域社会の分断を生み出す契機となって
いる。政府は文献調査実施地域の拡大を目論んでいるが、
今の選定のやり方では地域の分断が進むだけだ。調査プロセス
そのものを一旦停止する必要がある。

2012年の日本学術会議の報告書が指摘するように、処分を
前提としない高レベル放射性廃棄物を暫定保管し、総量を規制
すべきだ。



ご清聴ありがとうございました！
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